
著作権関連法規（条文抜粋） 

 

〇著作権法（昭和 45 年法律第 48 号） 

〇著作権法施行令（昭和 45 年政令第 335 号） 

〇著作権法施行規則（昭和 45 年文部科学省令第 26 号） 

〇図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)  

〇学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号) 

〇文化庁告示（平成 31 年文化庁告示第二十五号） 

〇参考 

 

※本文中の「…」は省略していることを示します。 

 

 

〇著作権法（昭和 45 年法律第 48 号） 

 

第一章 総則 

第一節 通則 

（目的） 

第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利

及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等

の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の

範囲に属するものをいう。 

二 著作者 著作物を創作する者をいう。… 

 

第二章 著作者の権利 

第一節 著作物 

（著作物の例示） 

第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。 

一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 

二 音楽の著作物 

三 舞踊又は無言劇の著作物 

四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 



五 建築の著作物 

六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物 

七 映画の著作物 

八 写真の著作物 

九 プログラムの著作物 … 

 

（権利の目的とならない著作物） 

第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的とな

ることができない。 

一 憲法その他の法令 

二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律

第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。）又は地方独立行政法

人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行

政法人をいう。以下同じ。）が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 

三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続に

より行われるもの 

四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政

法人又は地方独立行政法人が作成するもの … 

 

（同一性保持権） 

第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反

してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。 

２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。 

一〜三 … 

四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしや

むを得ないと認められる改変 

 

（私的使用のための複製） 

第三十条 著作権の目的となつている著作物（以下この款において単に「著作物」という。）

は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること（以下

「私的使用」という。）を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複

製することができる。… 

（図書館等における複製等） 

第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目

的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの（以下この項及び第三項において「図書館

等」という。）においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図



書館等の図書、記録その他の資料（次項において「図書館資料」という。）を用いて著作物

を複製することができる。 

一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物

の一部分（発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、そ

の全部）の複製物を一人につき一部提供する場合 

二 図書館資料の保存のため必要がある場合 

三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手すること

が困難な図書館資料（以下この条において「絶版等資料」という。）の複製物を提供する場

合 

２ 前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の

利用に供することによるその滅失、損傷若しくは汚損を避けるために当該原本に代えて公

衆の利用に供するため、又は絶版等資料に係る著作物を次項若しくは第四項の規定により

自動公衆送信（送信可能化を含む。以下この条において同じ。）に用いるため、電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作ら

れる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）を

作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒

体に記録することができる。 

３ 国立国会図書館は、絶版等資料に係る著作物について、図書館等又はこれに類する外国

の施設で政令で定めるものにおいて公衆に提示することを目的とする場合には、前項の規

定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて自動公衆送信を行うことがで

きる。この場合において、当該図書館等においては、その営利を目的としない事業として、

次に掲げる行為を行うことができる。 

一 当該図書館等の利用者の求めに応じ、当該利用者が自ら利用するために必要と認めら

れる限度において、自動公衆送信された当該著作物の複製物を作成し、当該複製物を提供す

ること。 

二 自動公衆送信された当該著作物を受信装置を用いて公に伝達すること（当該著作物の

伝達を受ける者から料金（いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示に

つき受ける対価をいう。第五項第二号及び第三十八条において同じ。）を受けない場合に限

る。）。 

４ 国立国会図書館は、次に掲げる要件を満たすときは、特定絶版等資料に係る著作物につ

いて、第二項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて、自動公衆送

信（当該自動公衆送信を受信して行う当該著作物のデジタル方式の複製を防止し、又は抑止

するための措置として文部科学省令で定める措置を講じて行うものに限る。以下この項及

び次項において同じ。）を行うことができる。 

一 当該自動公衆送信が、当該著作物をあらかじめ国立国会図書館にその氏名及び連絡先

その他文部科学省令で定める情報を登録している者（次号において「事前登録者」という。）



の用に供することを目的とするものであること。 

二 当該自動公衆送信を受信しようとする者が当該自動公衆送信を受信する際に事前登録

者であることを識別するための措置を講じていること。 

５ 前項の規定による自動公衆送信を受信した者は、次に掲げる行為を行うことができる。 

一 自動公衆送信された当該著作物を自ら利用するために必要と認められる限度において

複製すること。 

二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件に従つて、自動公

衆送信された当該著作物を受信装置を用いて公に伝達すること。 

イ 個人的に又は家庭内において当該著作物が閲覧される場合の表示の大きさと同等のも

のとして政令で定める大きさ以下の大きさで表示する場合 営利を目的とせず、かつ、当該

著作物の伝達を受ける者から料金を受けずに行うこと。 

ロ イに掲げる場合以外の場合 公共の用に供される施設であつて、国、地方公共団体又は

一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人が設置するもののう

ち、自動公衆送信された著作物の公の伝達を適正に行うために必要な法に関する知識を有

する職員が置かれているものにおいて、営利を目的とせず、かつ、当該著作物の伝達を受け

る者から料金を受けずに行うこと。 

６ 第四項の特定絶版等資料とは、第二項の規定により記録媒体に記録された著作物に係

る絶版等資料のうち、著作権者若しくはその許諾を得た者又は第七十九条の出版権の設定

を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者の申出を受けて、国立国

会図書館の館長が当該申出のあつた日から起算して三月以内に絶版等資料に該当しなくな

る蓋然性が高いと認めた資料を除いたものをいう。 

７ 前項の申出は、国立国会図書館の館長に対し、当該申出に係る絶版等資料が当該申出の

あつた日から起算して三月以内に絶版等資料に該当しなくなる蓋然性が高いことを疎明す

る資料を添えて行うものとする。 

 

（教科用拡大図書等の作成のための複製等） 

第三十三条の三 教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害によ

り教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供す

るため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が

当該著作物を使用するために必要な方式により複製することができる。 

２ 前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物（点字により複製するものを

除き、当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下

この項において「教科用拡大図書等」という。）を作成しようとする者は、あらかじめ当該

教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として当該教科用拡大

図書等を頒布する場合にあつては、第三十三条第二項に規定する補償金の額に準じて文化

庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなけ



ればならない。 

３・４ … 

 

第二章 著作者の権利… 

第三節 権利の内容 

第一款 総則 

（著作者の権利） 

第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利（以

下「著作者人格権」という。）並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利（以下

「著作権」という。）を享有する。 

２ 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。… 

 

（視覚障害者等のための複製等） 

第三十七条 公表された著作物は、点字により複製することができる。 

２ 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒

体に記録し、又は公衆送信（放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信

可能化を含む。次項において同じ。）を行うことができる。 

３ 視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者（以下この項及び第百

二条第四項において「視覚障害者等」という。）の福祉に関する事業を行う者で政令で定め

るものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式（視覚及び他

の知覚により認識される方式を含む。）により公衆に提供され、又は提示されているもの（当

該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一

体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項にお

いて「視覚著作物」という。）について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚

著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当

該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要

な方式により、複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該視覚著作物につい

て、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しく

はその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は

提示が行われている場合は、この限りでない。 

（聴覚障害者等のための複製等） 

第三十七条の二 聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者（以下この条及

び次条第五項において「聴覚障害者等」という。）の福祉に関する事業を行う者で次の各号

に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された著作物であつて、聴覚により

その表現が認識される方式（聴覚及び他の知覚により認識される方式を含む。）により公衆

に提供され、又は提示されているもの（当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複



製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているも

のを含む。以下この条において「聴覚著作物」という。）について、専ら聴覚障害者等で当

該方式によつては当該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認

められる限度において、それぞれ当該各号に掲げる利用を行うことができる。ただし、当該

聴覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定

を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該聴覚障害者

等が利用するために必要な方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この

限りでない。 

一 当該聴覚著作物に係る音声について、これを文字にすることその他当該聴覚障害者等

が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信（送信可能化を含む。）を

行うこと。 

二 専ら当該聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するため、複製すること（当該聴覚著作物

に係る音声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による

当該音声の複製と併せて行うものに限る。）。 

 

（営利を目的としない上演等） 

第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受け

ない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上

演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、

この限りでない。 

２ … 

３ … 

４ 公表された著作物（映画の著作物を除く。）は、営利を目的とせず、かつ、その複製物

の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物（映画の著作物において複製さ

れている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。）の貸与により公衆に提供

することができる。 

５ 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育

施設その他の施設（営利を目的として設置されているものを除く。）で政令で定めるもの及

び聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で前条の政令で定めるもの（同条第二号に係

るものに限り、営利を目的として当該事業を行うものを除く。）は、公表された映画の著作

物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により

頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当

該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する

者（第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。）

に相当な額の補償金を支払わなければならない。… 

（翻訳、翻案等による利用） 



第四十七条の六 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、

当該著作物について、当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことが

できる。 

一 第三十条第一項、第三十三条第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）、第三

十四条第一項、第三十五条第一項又は前条第二項 翻訳、編曲、変形又は翻案 

二 第三十一条第一項（第一号に係る部分に限る。）、第二項、第四項、第七項（第一号に係

る部分に限る。）若しくは第九項（第一号に係る部分に限る。）、第三十二条、第三十六条第

一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十九条第一項、第四十条第二項又は第四十一

条から第四十二条の二まで 翻訳 

三 第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第四十七条 変形又は翻案 

四 第三十七条第三項 翻訳、変形又は翻案 

五 第三十七条の二 翻訳又は翻案 

六 第四十七条の三第一項 翻案 

２ 前項の規定により創作された二次的著作物は、当該二次的著作物の原著作物を同項各

号に掲げる規定（次の各号に掲げる二次的著作物にあつては、当該各号に定める規定を含む。

以下この項及び第四十八条第三項第二号において同じ。）により利用することができる場合

には、原著作物の著作者その他の当該二次的著作物の利用に関して第二十八条に規定する

権利を有する者との関係においては、当該二次的著作物を前項各号に掲げる規定に規定す

る著作物に該当するものとみなして、当該各号に掲げる規定による利用を行うことができ

る。 

一 第四十七条第一項の規定により同条第二項の規定による展示著作物の上映又は自動公

衆送信を行うために当該展示著作物を複製することができる場合に、前項の規定により創

作された二次的著作物 同条第二項 

二 前条第二項の規定により公衆提供等著作物について複製、公衆送信又はその複製物に

よる頒布を行うことができる場合に、前項の規定により創作された二次的著作物 同条第

一項 

 

（複製権の制限により作成された複製物の譲渡） 

第四十七条の七 第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十条の四、第三十一条第一項（第

一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。）若しくは第七項（第一号に係る部分に

限る。以下この条において同じ。）、第三十二条、第三十三条第一項（同条第四項において準

用する場合を含む。）、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三

十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二（第二

号を除く。以下この条において同じ。）、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、

第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、

第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、



第四十七条の四又は第四十七条の五の規定により複製することができる著作物は、これら

の規定の適用を受けて作成された複製物（第三十一条第一項若しくは第七項、第三十六条第

一項、第四十一条の二第一項、第四十二条又は第四十二条の二第一項の規定に係る場合にあ

つては、映画の著作物の複製物（映画の著作物において複製されている著作物にあつては、

当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。）を除く。）の譲渡により公衆

に提供することができる。ただし、第三十条の三、第三十一条第一項若しくは第七項、第三

十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条

第三項、第三十七条の二、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の

二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、第

四十七条の二、第四十七条の四若しくは第四十七条の五の規定の適用を受けて作成された

著作物の複製物（第三十一条第一項若しくは第七項、第四十一条の二第一項、第四十二条又

は第四十二条の二第一項の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。）を

第三十条の三、第三十一条第一項若しくは第七項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三

第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一

条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十

二条の四第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四若し

くは第四十七条の五に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合又は第三十条の

四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を当該著作物に表現された思想若しく

は感情を自ら享受し若しくは他人に享受させる目的のために公衆に譲渡する場合は、この

限りでない。 

 

（出所の明示） 

第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又

は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。 

一 第三十二条、第三十三条第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）、第三十三

条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十七条第一項、第四十一条の二第一項、第四十

二条、第四十二条の二第一項又は第四十七条第一項の規定により著作物を複製する場合 

二 第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条

第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項又は第四十七条の二の規定によ

り著作物を利用する場合 

三 第三十二条若しくは第四十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する

場合又は第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条、第四十一

条の二第二項、第四十二条の二第二項、第四十六条若しくは第四十七条の五第一項の規定に

より著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。 

２ 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著

作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さな



ければならない。 

３ 次の各号に掲げる場合には、前二項の規定の例により、当該各号に規定する二次的著作

物の原著作物の出所を明示しなければならない。 

一 第四十条第一項、第四十六条又は第四十七条の五第一項の規定により創作された二次

的著作物をこれらの規定により利用する場合 

二 第四十七条の六第一項の規定により創作された二次的著作物を同条第二項の規定の適

用を受けて同条第一項各号に掲げる規定により利用する場合 

 

（複製物の目的外使用等） 

第四十九条 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。 

一 第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号、第二項第一号、第四項、第

七項第一号若しくは第九項第一号、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは

第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文（同条第二号に係る場

合にあつては、同号。次項第一号において同じ。）、第四十一条、第四十一条の二第一項、第

四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四、第四十三条第二項、

第四十四条第一項から第三項まで、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は

第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作

成された著作物の複製物（次項第一号又は第二号の複製物に該当するものを除く。）を頒布

し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示（送信可能化を含む。以下同じ。）

を行つた者 

二 第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物（次項第三号の複製物

に該当するものを除く。）を用いて、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又

は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した

者 

三 第四十四条第四項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者、

有線放送事業者又は放送同時配信等事業者 

四 第四十七条の三第一項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物（次項第四号

の複製物に該当するものを除く。）を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆へ

の提示を行つた者 

五 第四十七条の三第二項の規定に違反して同項の複製物（次項第四号の複製物に該当す

るものを除く。）を保存した者 

六 第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これら

の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物（次項第六号又は第七号の複製物に該当

するものを除く。）を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者 

２ 次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳、編曲、変形又

は翻案を、当該二次的著作物につき第二十一条の複製を、それぞれ行つたものとみなす。 



一 第三十条第一項、第三十一条第一項第一号、第二項第一号、第四項、第七項第一号若し

くは第九項第一号、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十五条第一項、第

三十七条第三項、第三十七条の二本文、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、

第四十二条の二第一項又は第四十七条第一項若しくは第三項に定める目的以外の目的のた

めに、第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて同条第一項各号に掲げるこれらの規定

により作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著

作物の公衆への提示を行つた者 … 

 

 

第四節 保護期間 

 

（保護期間の原則） 

第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。 

２ 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後（共同著作物にあつて

は、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。）七十年を経過するまでの間、

存続する。 

 

（無名又は変名の著作物の保護期間） 

第五十二条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年を経過するま

での間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後七十年を経過してい

ると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後七十年を経過したと

認められる時において、消滅したものとする。 

２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。 

一 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。 

二 前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。 

三 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作

物を公表したとき。 

 

（団体名義の著作物の保護期間） 

第五十三条 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公

表後七十年（その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七

十年）を経過するまでの間、存続する。 

２ 前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が

同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表した

ときは、適用しない。 

３ 第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続



期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著

作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。… 

 

（映画の著作物の保護期間） 

第五十四条 映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年（その著作物がその創作

後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年）を経過するまでの間、存続す

る。 

２・３ … 

 

（保護期間の計算方法） 

第五十七条 第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項又は第五十四条第一

項の場合において、著作者の死後七十年又は著作物の公表後七十年若しくは創作後七十年

の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作

された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。 

 

（著作物の利用の許諾）☆ 

第六十三条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。 

２ 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾

に係る著作物を利用することができる。 

３〜５ … 

 

 

〇著作権法施行令（昭和 45 年政令第 335 号） 

 

（視覚障害者等のための複製等が認められる者） 

第二条 法第三十七条第三項（法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項にお

いて準用する場合を含む。）の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 

一 次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者（イ、ニ

又はチに掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は一般社団法人等、ホに掲

げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人に限る。） 

イ 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第七条第一項の障害児入所施設及び児童

発達支援センター 

ロ 大学等の図書館及びこれに類する施設 

ハ 国立国会図書館 

ニ 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第五条第一項の視聴覚障害者情

報提供施設 



ホ 図書館法第二条第一項の図書館（司書等が置かれているものに限る。） 

ヘ 学校図書館法（昭和二十八年法律第百八十五号）第二条の学校図書館 

ト 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の三の養護老人ホーム及び特別養

護老人ホーム 

チ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百

二十三号）第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第一項に規定する障害福祉

サービス事業（同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第

十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限

る。）を行う施設 

二 前号に掲げる者のほか、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人（法第二

条第六項に規定する法人をいう。以下同じ。）で次に掲げる要件を満たすもの 

イ 視覚障害者等のための複製又は公衆送信（放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場

合にあつては送信可能化を含む。ロにおいて同じ。）を的確かつ円滑に行うことができる技

術的能力及び経理的基礎を有していること。 

ロ 視覚障害者等のための複製又は公衆送信を適正に行うために必要な法に関する知識を

有する職員が置かれていること。 

ハ 情報を提供する視覚障害者等の名簿を作成していること（当該名簿を作成している第

三者を通じて情報を提供する場合にあつては、当該名簿を確認していること）。 

ニ 法人の名称並びに代表者（法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。以下同じ。）

の氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める事項について、文部科学省令で定めるとこ

ろにより、公表していること。 

三 視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、当該事業の実施体制が

前号イからハまでに掲げるものに準ずるものとして文化庁長官が指定するもの 

２ 文化庁長官は、前項第三号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの

利用その他の適切な方法により公表するものとする。 

 

（聴覚障害者等のための複製等が認められる者） 

第二条の二 法第三十七条の二（法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項に

おいて準用する場合を含む。）の政令で定める者は、次の各号に掲げる利用の区分に応じて

当該各号に定める者とする。 

一 法第三十七条の二第一号（法第八十六条第一項及び第三項において準用する場合を含

む。）に掲げる利用 次に掲げる者 

イ 身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設を設置して聴覚障害者等

のために情報を提供する事業を行う者（国、地方公共団体又は一般社団法人等に限る。） 

ロ イに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、聴

覚障害者等のための複製又は自動公衆送信（送信可能化を含む。）を的確かつ円滑に行うこ



とができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定す

るもの 

二 法第三十七条の二第二号（法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する

場合を含む。以下この号において同じ。）に掲げる利用 次に掲げる者（法第三十七条の二

第二号の規定の適用を受けて作成された複製物の貸出しを文部科学省令で定める基準に従

つて行う者に限る。） 

イ 次に掲げる施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者（（２）

に掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は一般社団法人等、（３）に掲げ

る施設を設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人に限る。） 

（１） 大学等の図書館及びこれに類する施設 

（２） 身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設 

（３） 図書館法第二条第一項の図書館（司書等が置かれているものに限る。） 

（４） 学校図書館法第二条の学校図書館 

ロ イに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、聴

覚障害者等のための複製を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その

他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの 

２ 文化庁長官は、前項第一号ロ又は第二号ロの規定による指定をしたときは、その旨をイ

ンターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 

 

（映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設） 

第二条の三 法第三十八条第五項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 

一 国又は地方公共団体が設置する視聴覚教育施設 

二 図書館法第二条第一項の図書館 

三 前二号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人等が設置する施設で、

映画フィルムその他の視聴覚資料を収集し、整理し、保存して公衆の利用に供する業務を行

うもののうち、文化庁長官が指定するもの 

２ 文化庁長官は、前項第三号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの

利用その他の適切な方法により公表するものとする。 

 

 

〇著作権法施行規則（昭和 45 年文部科学省令第 26 号） 

 

第三章 視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人の公表事項等 

（公表事項） 

第二条の七 令第二条第一項第二号ニの文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものと

する。 



一 視覚障害者等のために情報を提供する事業の内容（法第三十七条第三項（法第八十六条

第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。）の規定により複製

又は公衆送信を行う著作物等の種類及び当該複製又は公衆送信の態様を含む。） 

二 令第二条第一項第二号イからハまでに掲げる要件を満たしている旨 

（公表方法） 

第二条の八 令第二条第一項第二号ニの規定による公表は、文化庁長官が定めるウェブサ

イトへの掲載により行うものとする。 

 

第三章の二 聴覚障害者等用複製物の貸出しの基準 

第二条の九 令第二条の二第一項第二号の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとす

る。 

一 専ら法第三十七条の二第二号の規定の適用を受けて作成された複製物（以下この条に

おいて「聴覚障 害者等用複製物」という。）の貸出しを受けようとする聴覚障害者等を登

録する制度を整備すること。 

二 聴覚障害者等用複製物の貸出しに関し、次に掲げる事項を含む規則を定めること。 

イ 聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を法第三十七

条の二第二号に定める目的以外の目的のために、頒布せず、かつ、当該聴覚障害者等用複製

物によつて当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を公衆に提示しないこと。 

ロ 複製防止手段（電磁的方法（法第二条第一項第二十号に規定する電磁的方法をいう。）

により著作物のデジタル方式の複製を防止する手段であつて、著作物の複製に際しこれに

用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物とともに記録媒体に記録する方式による

ものをいう。次号において同じ。）が用いられていない聴覚障害者等用複製物の貸出しを受

ける場合に、当該貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を用いて当該聴覚障害者

等用複製物に係る著作物を複製しないこと。 

三 複製防止手段を用いていない聴覚障害者等用複製物の貸出しをする場合は、当該聴覚

障害者等用複製物に係る著作物とともに、法第三十七条の二第二号の規定により複製を行

つた者の名称及び当該聴覚障害者等用複製物を識別するための文字、番号、記号その他の符

号の記録（当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物が映画の著作物である場合にあつては、

当該著作物に係る影像の再生の際に併せて常に表示されるようにする記録に限る。）又は記

載をして、当該貸出しを行うこと。 

四 聴覚障害者等用複製物の貸出しに係る業務を適正に行うための管理者を置くこと。 

２ 前項の規定は、法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する法第三十七

条の二の政令で定める者に係る令第二条の二第一項第二号の文部科学省令で定める基準に

ついて準用する。 

 

〇図書館法(昭和二十五年法律第百十八号) 



（定義） 

第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、

保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資すること

を目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人

が設置するもの（学校に附属する図書館又は図書室を除く。）をいう。 

２ … 

 

 

〇学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号) 

（定義） 

第二条 この法律において「学校図書館」とは、小学校（義務教育学校の前期課程及び特別

支援学校の小学部を含む。）、中学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及

び特別支援学校の中学部を含む。）及び高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学

校の高等部を含む。）（以下「学校」という。）において、図書、視覚聴覚教育の資料その他

学校教育に必要な資料（以下「図書館資料」という。）を収集し、整理し、及び保存し、こ

れを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校の教育課程の展開に寄与す

るとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設

備をいう。 

 

 

〇文化庁告示（平成 31 年文化庁告示第二十五号） 

著作権法施行規則（昭和四十五年文部省令第二十六号）第二条の四の規定に基づき、文化庁

長官が定めるウェブサイトとして、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会のウ

ェブサイトを定め、公布の日から施行する。 

なお、平成三十年文化庁告示第百十五号は、廃止する。 

※ 公布日は平成３１年３月２９日 

 

 

〇参考 

著作権法の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 30 号）について（文化庁） 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/ 

 

視覚障害者等のための複製・公衆送信が認められる者について 

〜文化庁の個別指定を受けずとも，ボランティア団体等が音訳等事業を行えるようになり

ます〜（文化庁） 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/1412247.html 


